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                             令 和 元 年 5 月 7 日 

第 285号 

                             新潟県市町村総合事務組合 
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告         示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 1号 

 新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分（平成 16年告示

第 5号）の一部を次のとおり改正し、平成 31年 4月 13日から実施した。 

  令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

 ２ 新潟県市町村総合事務組合交通災害共済事業の事務の(2) 収納代理金融機関の表長岡

市事務所の項中 

「 

     越後さんとう農業協同組合 寺泊支店 

        〃       寺泊西支店 

        〃       北部中央支店 

 

                                     」 

を 

「 

     越後さんとう農業協同組合 寺泊支店 

        〃       北部中央支店 

 

                                     」 

新潟県市町村総合事務組合公報 



   - 2 - 

に改め、同表東蒲原郡阿賀町事務所の項中 

「 

     新潟みらい農業協同組合 阿賀支店 

       〃      三川出張所 

 

 

                                     」 

を 

「 

     新潟みらい農業協同組合 阿賀支店  

                                     」 

に改める。 

 

 

 

 

新潟県市町村総合事務組合告示第 2号 

 新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分（平成 16年告示

第 5号）の一部を次のとおり改正し、平成 31年 4月 15日から実施した。 

  令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

 ２ 新潟県市町村総合事務組合交通災害共済事業の事務の(2) 収納代理金融機関の表長岡

市事務所の項中 

「 

     越後さんとう農業協同組合 寺泊支店 

        〃       北部中央支店 

        〃       中部中央支店 

        〃       与板支店 

        〃       こしじ中央支店 

 

                                     」 

を 

「 

     越後さんとう農業協同組合 寺泊支店 

        〃       わしま支店 

        〃       みしま支店 

        〃       与板支店 

        〃       こしじ支店 

 

                                     」 

に改める。 
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公         告 

新潟県交通災害共済審査委員会委員の就退任について（公告） 

新潟県交通災害共済審査委員会委員の就退任があったので、次のとおり公告する。 

令和元年 5月 7日 

                新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男  

 

退 任  小 林 修 治  平成 31年 3月 31日 

就 任  剱 物 正 明  平成 31年 4月 22日 

辞         令 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 16 条第 1 項に規定す

る事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

平成 31年 3月 31日付け  新潟市事務所長を免ずる  日 根 裕 子 

 

 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 16 条第 1 項に規定す

る事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

平成 31年 3月 31日付け  妙高市事務所長を免ずる  市 川 達 孝 

 

 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 16 条第 1 項に規定す

る事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

平成 31年 3月 31日付け  刈羽村事務所長を免ずる  中 山 里 志 
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事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 16 条第 1 項に規定す

る事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

平成 31年 4月 1日付け 妙高市事務所長を命ずる  西 澤 澄 男 

 

 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16 年規則第 2 号）第 16 条第 1 項に規定す

る事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和元年 5月 7日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

 

平成 31年 4月 1日付け 刈羽村事務所長を命ずる  太 田 正 純 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


